
消費生活用製品安全法（抄）（昭和 48 年 6月 6 日法律第 31 号） 

（目的）  

第１条 この法律は、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、

特定製品の製造及び販売を規制するとともに、製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、

もつて一般消費者の利益を保護することを目的とする。  

（定義）  

第２条 この法律において「消費生活用製品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品（別

表に掲げるものを除く。）をいう。  

２、３ （略） 

４  この法律において「製品事故」とは、消費生活用製品の使用に伴い生じた事故のうち、次のいずれ

かに該当するものであつて、消費生活用製品の欠陥によつて生じたものでないことが明らかな事故以

外のもの（他の法律の規定によつて危害の発生及び拡大を防止することができると認められる事故と

して政令で定めるものを除く。）をいう。  

一  一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生した事故  

二  消費生活用製品が滅失し、又はき損した事故であつて、一般消費者の生命又は身体に対する危害

が発生するおそれのあるもの  

５  この法律において「重大製品事故」とは、製品事故のうち、発生し、又は発生するおそれがある危

害が重大であるものとして、当該危害の内容又は事故の態様に関し政令で定める要件に該当するもの

をいう。  

 

別表第一（第２条関係） 

一、二 （略） 

三 消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第 21 条の 2第 1項に規定する検定対象機械器具等及び第 21

条の 16 の 2 に規定する自主表示対象機械器具等 

四～九 （略） 

 

 

 

 


